
主治医意見書作成にあたっての注意事項 

 

 

 日頃、介護保険要介護認定に係る主治医意見書の作成におきましては、多大なご

尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 主治医意見書作成の際、恐れ入りますが、下記のことにご留意くださいますようお

願い申し上げます。 

 

◆ 意見書の記入について 

・必ず黒のボールペンでご記入をお願いします。 

・□内のチェックは斜め線で、はっきりと記入してください。 

・記載事項を訂正する場合は、二重線を引き訂正をしてください。 

 ※訂正印は押さないでください。（システムエラーとなるため） 

・機械で読み取るため、欄外に記入しないよう注意してください。（欄外部分は反映

されないため） 

  ・機械で読み取るため、両面印刷をしないでください。 

 

◆ 意見書作成手数料請求書の記入について 

・合計欄には訂正印の使用ができません。誤りがあった場合は市までご連絡くださ

い。 

・作成途中に記載誤りした際は、市までご連絡ください。再度書類を送付いたしま

す。訂正印で修正できる場合は、ご連絡の必要はございません。 

・詳細につきましては裏面をご覧ください。 

 

◆ 口座振替登録票について 

・口座情報の変更や住所変更等があった際には、新しく登録票をご提出いただく

必要がございます。お手数ですが、市までご連絡ください。 

  

【問合せ先】 

小金井市福祉保健部介護福祉課認定係 

〒１８４－８５０４ 

東京都小金井市本町六丁目６－３ 

０４２－３８７－９８０４（直通） 



 

押さえておきたい 

主治医意見書記入のポイント（記入例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医師名は自署してください。
印鑑は不要です。 

医師から介護支援専門員に医療情報を積極
的に提供するという観点から、同意を原則
としてください。申請者本人の同意は申請
段階で確認されており、主治医には「守秘
義務」に関する問題は生じません。 

最後に診察した日を記入してください。 

不安定にチェックした際、必ず具体的な状況
を記入してください。 

チェック漏れの無
いよう記入してく
ださい。 



 
 

利き腕 
介護の手間を考える上で、 
必ず記入してください。 

⾝⻑・体重 
移乗、入浴介護等、介護の手間を考える上で必要と
なります。 
体重の変化は、栄養状態の把握の目安となります。 

主治医がサービスの
必要性を判断して記
入してください。 

生活機能の状態、生活や家族環境、療養の様子、栄養の問題、口腔内の状況、予
防給付の適否、リハビリテーションの目標等々、要介護度の判定やケアプラン作
成、サービスを受ける上で重要と考えられる事項があれば、具体的に情報を記載
してください。 

現在の栄養状態で不良に
チェックした際、留意点
を記入してください。 

チェック漏れの無
いよう記入してく
ださい。 



主治医意見書作成手数料請求書の記入の注意事項 

 

下記の記載例を参考に、請求書をご記入くださいますようお願いいたします。ご不明点等ござ

いましたら、１ページ目の問合せ先までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表者名をご記入いただき、必ず押印をお

願いいたします。印は口座登録振替票と同

じものを押印してください。 

税抜きの金額をご

記入ください。 

 

通常の診察（医療保険での医療費の請求）の範囲で、意見書を記載
される場合は未記入としてください。 

 

主治医がなく、主訴もない等、医療保険での医療費の請求ができな
い方の意見書を記載するにあたって、診察・検査を行った場合は、
必要事項をご記入いただき点数を記入してください。 

 

該当する場合、小数点以下を四

捨五入して、１点につき１０円

を乗じてください 

合計欄の記入を誤った場合、お手数ですが、

お書き直しとなります。 

恐れ入りますが、用紙をお送りしますので

市までご連絡ください。 

依頼番号は記入不要

です。 

【記載例】 

 


